
被扶養者認定に必要な添付書類 令和5年4月1日作成

18歳未満 18歳以上 １８歳未満 １８歳以上 18歳未満 18歳以上

健康保険被扶養者（新規・異動）届 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現況報告書 ○ ○ △※4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

念書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住民票（写）　★1
(世帯全員の続柄が記載されているもの）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

戸籍謄(抄）本の写 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4 △※4

雇用保険失業給付受給についての報告書
および誓約書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受給しない人 離職票1・2（写） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受給する人 雇用保険受給資格者証（写）※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受給終了した人 雇用保険受給資格者証（両面の写） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受給延長申請する人 雇用保険受給期間延長通知書（写）※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受給資格のない人
健保資格喪失証明書・退職証明書など
退職したことがわかる書類

○ ○ △※5 ○ ○ △※5 ○ ○ △※5 ○ ○ ○ ○

現在働いている人 給与明細（写）直近３か月分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１８歳以上の人（学生以外） 非課税・課税証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１８歳以上の人（学生） 在学証明書又は学生証（写） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年金受給者
年金改定通知書（写）・年金振込通知書（写）
年金証書（写）など年金額がわかる書類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

別居している人 仕送りに関する証明※3 △※5 ○ △※5 ○ ○ ○

戸籍謄（抄）本（写）・婚姻届受理証明書（写）
など事由発生日が確認できる書類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● 申請対象者の続柄確認の厳格化 ※1　雇用保険受給資格証の発行が遅れる場合、離職票1・2（写）の添付で先に認定することが可能です。（雇用保険被保険者証（写）は後送でＯＫ）

● 国内居住要件の追加　住民基本台帳に登録されていること（住民票があること） ※2　雇用保険受給期間延長通知書（写）は、離職票1・2（写）の添付で先に認定することが可能です。（延長通知書（写）は後送でＯＫ）

★1 健康保険法改正（令和2年4月1日施行） ※3　仕送りは現金の手渡しによるものは不可です。（過去３か月分の実績が必要）

※4　再認定等で過去にイトーキ健保で続柄を確認済の方は不要。

住民票により申請対象者の『続柄』および『住所が国内にあること』を確認 ※5　△印は必要な場合に添付いただくことがあります。

（別居等の理由で住民票では身分関係が確認できないときは戸籍謄（抄）本が必要） ●状況に応じて別途追加書類をお願いする場合がございます。

●上記以外の３親等内の親族を扶養に入れたい場合は、別途ご案内しますので、健保担当者まで連絡してください。

現在の状況 提出書類
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障害者手帳（写）や医師の診断書など状況に応じて追加書類が必要になる場合がございます。
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